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平成29年度介護報酬改定の概要 

○ 平成２９年度介護報酬改定は、介護人材の処遇改善について、平成２９年度より、
キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施するため、臨
時に１．１４％の介護報酬改定を行うものである。

（参考） 
介護報酬改定率：１．１４％ 
（うち、在宅分：０．７２％、施設分：０．４２％） 

１．改定率について 

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手
厚く評価を行うための区分を新設する。

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に
必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定
の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること（就業規則等の明確な書面で
の整備・全ての介護職員への周知を含む）」とのキャリアパス要件を設け、これらを全
て満たすことを要することとする。

○ 上記に伴い、介護職員処遇改善加算の区分と加算率については、次頁以降のとおりと
する。

２．平成29年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応 

※内訳は、1.14％のうち、在宅分と施設分
の内訳を試算したもの



キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件 

のいずれも満たさず 

加算（Ⅲ） 
(※旧加算(Ⅱ)) 

（月額１万５千円相当） 

加算（Ⅳ） 
(※旧加算(Ⅲ)) 

（加算(Ⅲ)×0.9） 

加算（Ⅴ） 
(※旧加算(Ⅳ)) 

（加算(Ⅲ)×0.8） 

加算(Ⅱ) 
(※旧加算(Ⅰ)) 

(月額２万７千円相当) 

算
定
要
件 

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件 

のいずれかを満たす 

キャリアパス要件Ⅰ
又は 

キャリアパス要件Ⅱ

  ＋ 
職場環境等要件を
満たす 

キャリアパス要件Ⅰ
及び 

キャリアパス要件Ⅱ

＋ 
職場環境等要件を満
たす（平成27年4月以
降実施する取組） 
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加算(Ⅰ) 
(新規) 

(月額３万７千円相当) 

キャリアパス要件Ⅰ
及び 

キャリアパス要件Ⅱ
及び 

キャリアパス要件Ⅲ
  ＋ 

職場環境等要件を満た
す（平成27年4月以降
実施する取組） 

(注)「キャリアパス要件Ⅰ」…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること 
  「キャリアパス要件Ⅱ」…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること 
  「キャリアパス要件Ⅲ」…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること 

「職場環境等要件」…賃金改善以外の処遇改善を実施すること 
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

介護職員処遇改善加算の区分 



事業者において以下の①～③のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けることを新たに要件とする 
                  （就業規則等の明確な根拠規定の書面での整備・全ての介護職員への周知を含む） 

職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系 

①経験 
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介護職員処遇改善加算（拡充後）におけるキャリアアップの仕組みのイメージ 

現
行
の
加
算 

職位 月給例 

主任 36万円 

班長 32万円 

一般 28万円 

職位 勤続年数 月給例 

主任 ６年～ 36万円 

班長 ３～６年 32万円 

一般 ～３年 28万円 

②資格 ③評価 

職位 資格 月給例 

主任 
事業者が指定する

資格を取得 36万円 

班長 介護福祉士 32万円 

一般 資格なし 28万円 

職位 実技試験の結果 月給例 

主任 
班長試験で 
Ｓ評価 36万円 

班長 
一般試験で 
Ａ評価以上 32万円 

一般 
一般試験で 
Ｂ評価以下 28万円 

新
加
算 

どのような場合に昇給
するのかが必ずしも明
らかでない。 

※１ 「経験」…「勤続年数」「経験年数」などを想定。 
※２ 「資格」…「介護福祉士」「実務者研修修了者」などを想定。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られ

る仕組みであることを要する。 
※３ 「評価」…「実技試験」「人事評価」などを想定。ただし、客観的な評価（採点）基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

(例) (例) (例) 

※昇給の方式は、基本給、手当、賞与等を問わない。 



サービス区分 
介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率 

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ 

・（介護予防）訪問介護 

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

１３．７％ １０．０％ ５．５％ 

 加算（Ⅲ）により
算出した単位 

×０．９ 

加算（Ⅲ）により
算出した単位 

×０．８ 

・（介護予防）訪問入浴介護 ５．８％ ４．２％ ２．３％ 

・（介護予防）通所介護 

・地域密着型通所介護 
５．９％ ４．３％ ２．３％ 

・（介護予防）通所リハビリテーション ４．７％ ３．４％ １．９％ 

・（介護予防）特定施設入居者生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 
８．２％ ６．０％ ３．３％ 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 １０．４％ ７．６％ ４．２％ 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 
・看護小規模多機能型居宅介護 

１０．２％ ７．４％ ４．１％ 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 １１．１％ ８．１％ ４．５％ 

・介護老人福祉施設 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・（介護予防）短期入所生活介護 

８．３％ ６．０％ ３．３％ 

・介護老人保健施設 

・（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
３．９％ ２．９％ １．６％ 

・介護療養型医療施設 

・（介護予防）短期入所療養介護（病院等） 
２．６％ １．９％ １．０％ 

サービス区分 加算率 

（介護予防）訪問看護 、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、 

特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援 
０％ 

２．加算算定非対象サービス 

１．加算算定対象サービス 

介護職員処遇改善加算に係る加算率について 
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▶平成29年４月から新設される「加算Ⅰ」を取得すれば介護職員１人当たり月額３万７千円相当の

加算が受け取れます。従来の加算Ⅰを取得している場合は、月額平均１万円相当の増となります。

「介護職員処遇改善加算」のご案内
平成29年4月１日から加算を拡充します！

介護保険サービス事業者と介護職員の皆さまへ

厚生労働省では、介護の現場で働く介護職員の方の処遇改善を図るため、
平成29年４月１日から「介護職員処遇改善加算」の拡充を行います。

A2．介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は以下のとおりです。

申請できる加算は、どの要件を満たしているかによって異なります。

▶キャリアパス要件：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの３種類の要件があります。

Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること

Ⅱ…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること

Ⅲ…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を

判定する仕組みを設けること。（新設）

▶職場環境等要件：賃金改善以外の処遇改善（職場環境の改善など）の取組を実施すること。

Q２．「キャリアパス要件」「職場環境等要件」とは？

Q１．平成29年4月１日から、どのようなところが変わるの？

A1．より加算の高い新たな区分が１つ加わり、全５区分になります。

キャリアパス要件
Ⅰ及びⅡ

＋
職場環境等要件を

満たす
（平成27年4月以降

実施する取組）

キャリアパス要件

ⅠまたはⅡ
＋

職場環境等要件を

満たす

キャリアパス要件

ⅠまたはⅡ

または職場環境等要件

のいずれかを満たす

キャリアパス要件

Ⅰ・Ⅱ

職場環境等要件

のいずれも満たさない

厚生労働省

加算Ⅳ
（従来の加算Ⅲ）

月額 13,500円相当

加算Ⅲ
（従来の加算Ⅱ）

月額 15,000円相当

加算Ⅴ
（従来の加算Ⅳ）
月額 12,000円相当

＜全５区分＞

新設
拡充部分

介護職員１人当たり月額10,000円相当増

※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。

加算Ⅱ
（従来の加算Ⅰ）

月額 27,000円相当

（介 護 職 員 １ 人 当 た り )

月額 37,000円相当

加算Ⅰ

キャリアパス要件
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全て

＋
職場環境等要件を

満たす
（平成27年4月以降

実施する取組）

※ 介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、
雇用する全ての介護職員へ周知することが必要です。

○ 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
○ 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
○ 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの例

別紙５
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▶加算を取得した事業者は、介

護職員の研修機会の確保や雇用

管理の改善などとともに、加算

の算定額に相当する賃金改善を

実施する必要があります。

▶事業者は都道府県などに加算

の届出をした上で、加算請求は

国保連に行う必要があります。

支払の委託を受けた国保連は

事業者に加算（報酬）を支払い、

事業者は介護職員の賃金改善を

行います。

＜介護職員処遇改善加算をまだ取得していない場合＞

お問い合わせ先 ： 坂井地区広域連合 介護保険課 TEL 0776－91－3309

Q３．「介護職員処遇改善加算」の目的は？

A3．介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に

充てることを目的に創設された加算です。

平成29年４月１日から新設される「加算Ⅰ」を取得すると、更に月額平均１万円相当、
介護職員の方の賃金を上げることができます。

◆新設される加算Ⅰを取得するには、従来の加算Ⅰの要件に加えて、キャリアパス要件Ⅲ

を充たす（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場環境等要件を全て充たす）ことが必要

となります。

◆加算の申請には、介護職員処遇改善計画書と就業規則・給与規程などの必要書類を、

都道府県知事などへ届け出る必要があります。

＜従来の介護職員処遇改善加算Ⅰを取得している場合＞

加算の取得によって、これまでよりも介護職員の方への賃金を増やすことができます。
あなたの事業所が算定要件を満たしているかどうか確認してみてください。

◆加算の算定要件の確認と申請には、介護職員処遇改善計画書と、

就業規則・給与規程などの必要書類を、都道府県知事などへ届け出る必要があります。

①加算届出

②加算請求

③加算支払

介護職員

国保連
④賃金の改善

事業者

都道府県
または
市町村

＜加算の届出の流れ＞

支払の委託

詳しくは各自治体の介護保険の担当部署にお問い合わせください。
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